
１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成１９年４月１日現在の人数である。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。

　　　　　　　　　　　％

20,818 8,304,253 215,482 2,007,293 24.2% 22.9

人　 　　　　　　％

区　　分

　　　　　　　千円 　　　　　千円
19年度

住民基本台帳人口 歳 出 額実 質 収 支

　　　　　（19年度末） 　　　　　　Ａ

6,310 6,135

人 件 費 率 （参考）

　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 18年度の人件費率

人 件 費

　　　　　千円

千円

226 879,154 145,771

人 千円 千円

401,238 1,426,163

（参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　　千円 千円 千円
19年度

小山町の給与・定員管理等について

H15.4
98.0

H15.4
97.1

H15.4
95.7

H20.4
99.0

H20.4
96.0

H20.4
94.2

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

小山町 類似団体平均 全国町村平均

H15.4

H20.4
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）
　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

歳 16 人 円 円 円

歳 1 人 円 円 円 歳 円

歳 8 人 円 円 円 歳 円

歳 2 人 円 円 円 歳 円

歳 5 人 円 円 円

歳 346 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 20 人 円 円 円

― ― ―

円 円

円 円

円 円
※

※

※

　　　③教育職（幼稚園教諭）

歳 円 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　
　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再
　　　　計算したものである。

1.493,227,400

民間データは、賃金構造基本統計において公表されているデータを使用している。（平成17年～平成19年の3ヶ年平均）

うち用務員 4,808,400

年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給さ
れた期末勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

うち自動車運転手 7,571,900 2.243,387,800

技能労務職の職種と民間の職種等の比較のあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

1.283,666,500うち学校給食員 4,682,400

小山町

区　分
公務員
（Ｃ）

民　間
（Ｄ） Ｃ／Ｄ

参　考

年収ベース（試算値）の比較

264,200

350,427

286,823

うちその他

377,800 465,800 403,500

225,900

―

368,156類似団体 43.3 332,973 389,029

小山町 43.2 350,500 414,300

平均給料月額 平均給与月額区　　分 平均年齢

区　　分 平均年齢 平均給料月額

平均給与月額

（国ベース）

400,200

387,506

400,238

平均給与月額平均給与月額

（国ベース）

323,600

―

―

国 ―

小山町 37.10 298,200 331,800

― ―

類似団体 42.10 317,713 342,219

―

51.9 265,000自家用自動車運転手

―――307,500316,700

うち自動車運転手 59.10

小山町 287,20054.5

静岡県 42.8 358,500

国 41.1 325,113

457,590

区　分
平均年齢 職員数 平均給料月額

51.4 315,100

平均給与月

額

（Ｂ）

公　務　員

Ａ/Ｂ

民　間

平均給与月額

（Ａ）
平均給与月額

（国ベース）
対応する民間
の類似職種

平均年齢

347,300 339,400

1.76

1.05

1.31

43.3

53.9

269,800

用務員

284,100うち学校給食員

うち用務員

調理士

289,700

53.9

54.5

264,200 280,000

295,700

401,090 379,997

―― ― ―

― ― ― ―

―48.9 284,679 ― 320,623 ― ―

― ―

―

―

静岡県

国

類似団体

4,784

48.3

50.8

313,491 304,854 ―
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(2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 - －

円 - －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　平成２０年４月１日現在に、経験年数１０年等に該当する職員がいない場合は近似の職員を記載し、近似の職員が
　　　　　いない場合は、「―」とした。

区　　　　　分 小山町 静岡県 国

178,800 172,200

140,100

高　校　卒 137,200 141,900

高　校　卒 140,100

大　学　卒 172,200

144,500

大　学　卒 172,200

中　学　卒 129,200 129,200

短　大　卒 152,800

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

大　学　卒

高　校　卒

365,700

309,700

―

大　学　卒 ―

短　大　卒

中　学　卒

239,600

308,800

―

238,600

―

―

283,200

―

270,100

― 256,900

―

―

―

一般行政職

教　育　職

技能労務職

教　育　職

技能労務職

一般行政職

高　校　卒
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

（注）１　小山町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）　平成１８年度に８級制から６級制に変更した。（旧１・２級を新１級へ、旧４・５級を新３級へ統合）

職員数

副主任

主　　任

副参事

４　級

３　級

５　級

６　級

100

13.019

24

146

参　　事

55 37.7

6

37

4.1

16.4

25.4

主　　査

5主　　事

構成比

２　級

１　級

区　　分 標準的な職務内容

3.4

合　計

１級, 3.4%

２級
4.1%

３級
37.7%

４級
25.4%

５級
13.0%

６級
16.4%

１級, 2.0%

２級
4.7%

３級
40.0%

４級
22.0%

５級
16.0%

６級
15.3%

１級, 0.0%
２級
3.1%

３級
6.8%

４級
24.8%

５級
19.9%

６級
20.5%

７級
14.3%

８級
10.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

平成２０年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況
 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　

（20年度支給割合） （２０年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（２０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置（2%～20%） その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置（2%～20%）

（勧奨退職時特別昇給　８号級）

１人当たり平均支給額　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

 (3) 地域手当（２０年４月１日現在）
千円

千円

％ 人 ％

(２０年度の制度完成時）

％ ％

小山町 国

30.55

59.2847.50

59.28

国

595

59.28

33.50

小山町

28,033

30.55

59.28

（1.6）

3.0 1.5

23.50

59.28

33.50 41.34

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

23.50

支給実績（１９年度決算） 47,099

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

支給対象地域 支給率

6 0

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

41.34

59.2847.50

6

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率）

全地域

支給対象職員数 国の制度（支給率）

全地域 204 0

230,877

（0.75） （0.75）

1,819

１人当たり平均支給額（２０年度）

3.0

（1.6）

1.5

－
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 (4) 特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

非常災害等業務

不燃物処理場において特殊作業車両の運転業務に従事した時

病害虫防除作業手当

塵芥処理作業手当

防疫等作業手当

簡易舗装作業又は道路上の氷解作業に従事した時

32,016

1,953

1件　1,000円

日額　　400円

犬ねこ等死がい処理作業手当

用地交渉業務

不燃物埋立作業手当

介護手当

水防、地震、火災等の非常災害が発生し災害対策本部又は災害警戒本部の業務に従事した時

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

日額　　500円

塵芥の収集、運搬、焼却等の作業に従事した時

日額　　500円

支給実績（１９年度決算）

1件　1,000円

保育士手当

手当の名称

行旅死病人取扱手当

賦課徴収手当

山岳高地作業

月額　2,000円

滞納処分手当

町立保育園の乳幼児の保育に従事した保育士

日額　1,000円

1件　5,000円

日額　　500円

日額　1,500円等

1回　3,000円等

日額　　400円

犬ねこ等の死がい処理若しくは危険な動物の捕獲作業に従事した時

病害虫駆除のため薬剤散布に従事した時

手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価

税、保険料等に関する滞納処分等の執行に従事した時

行旅死亡人の収容、輸送等に従事した時

精神障害者に直接接し精神保健に関する訪問、指導等に従事した時

危険な急崖又は高所で監督、測量、検査等の作業に従事した時

日額　　500円

日額　　500円

感染症菌等の付着の危険のある処理作業に従事した時

金時山又は富士山馬返しから頂上までの区間で作業に従事した時

権利者等と直接用地交渉に従事した時

道路維持管理作業手当（舗装・氷解）

精神保健業務手当

土木事業等の危険作業手当

16

月額　3,500円

日額　　500円

主な支給対象業務

町立老人ホームに勤務し、介護する職員

税、保険料等に関する滞納整理に従事した時

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度） 25.4
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 (5) 時間外勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

12,160

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

229

支給実績（１９年度決算）

支給実績（１８年度決算）

22,722

391

との異同 異なる内容
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

（１９年度決算） 平均支給年額
（１９年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価

扶養手当

配偶者・・・13,000円
配偶者以外の扶養親族
各１人・・・6,500円
配偶者以外の扶養親族の内
特定期間は5,000円を加算

同じ 21,655 千円 257,797

住居手当

（借家借間に居住する職員）
支給対象者・・・9,000円超の
　　家賃を支払っている職員
最高支給額・・・27,000円
（持家で世帯主である職員）
支給額・・・3,000円。新築か
ら5年間は3,500円

異なる

（対象者）
国12,000　⇒
　　　町9,000
（持ち家）
国2,500　⇒
　　　町3,000

5,626 千円 69,456

75,639

管理職手当

部長等･･･56,500円
課長等･･･49,900円
副参事･･･34,700円
保育園・幼稚園長､保健師長
･･･30,100円

異なる 支給額 26,748 千円 545,877

通勤手当

（交通機関等利用者）
最高支給額45,000円
（自動車等利用者）
最高支給額24,500円

異なる 支給額

13,842 千円異なる

（対象者）
国 片道2km
⇒
　町 片道1km

1,331 千円 88,733宿日直手当
宿日直に従事した場合
1日　5,500円
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５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　

月分

月分副 議 長

議 員

　　（算定方式）

任期ごと

市 区 町 村 長

240,000

副 市 町 村 長

157,000

430,000副 議 長 265,000 182,000

期
末
手
当

退
職
手
当

議 長

議 員

収 入 役

議 長

報
酬

市 区 町 村 長

副 市 町 村 長

　（支給時期）

任期ごと

227,000

（参考）類似団体における最高／最低額

340,000915,000

750,000 277,000

給
料

750,000

259,000661,000

610,000副 市 町 村 長

収 入 役

市 区 町 村 長

収 入 役

区 分 給 料 月 額 等

　　（１９年度支給割合）

3.5

　　（１９年度支給割合）

4.45

305,000

400,000

499,000

750,000×在職年数×500/100

610,000×在職年数×300/100
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６　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

小　計

48

179

227

50

1

土　木 25

商　工 6

農　林

民　生

49 51 2

3

13

税　務 12
労　働

15

11

1

主 な 増 減 理 由

退職者不補充等△3　配置変更2

人口1万人当たり職員数　8.64人

議　会

平成19年

3

対前年
増減数平成20年

0

職 員 数

3

176 △ 3

223 △ 4

3 0

6 6 0

49

退職者不補充△1　業務増等3

△ 2 配置変更△2

△ 1 退職者不補充△3　配置変更2

6 0

24 △ 1 配置変更△1

退職者不補充等△2　配置変更1

△ 1

0

人口1万人当たり職員数　107.11人
類似団体人口1万人当たり職員数 70.31
人

人口1万人当たり職員数　84.54人
類似団体人口1万人当たり職員数　52.29
人

47 △ 1

20 18 △ 2

11 9 △ 2 配置変更△2

普
通
会
計
部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

教　育　部　門

小　計

水　道

下水道

その他

小　計

総　務

衛　生

　　　　　　　　　　　　　　　区　　分

部　　門

18 18 0

合　　計

[317] [317] [0]

247 241 △ 6
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(2) 年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
　①　定員適正化目標（数・率）

第４次　小山町定員適正化計画における定員の数値目標

　２４２人

人

平成 18 年 4月 1日 平成 23 年 3 月 31 日 ９．７％　２６人の削減

計画期間

数値目標

職員数

始　期 終　期

26

人 人 人

5 11 15

人

41 143 31 18 21

人 人 人

～ ～ ～

29

人 人 人

23歳 27歳 31歳

～ ～

20歳 24歳 28歳 44歳40歳 56歳 60歳52歳

～

区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

～

20歳

59歳 以上39歳 55歳43歳 47歳 51歳

48歳

～

人

241

計

0

人

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
20
歳
未
満

20
-2
3歳

24
-2
7歳

28
-3
1歳

32
-3
5歳

36
-3
9歳

40
-4
3歳

44
-4
7歳

48
-5
1歳

52
-5
5歳

56
-5
9歳

60
歳
以
上

構成比

５年前の構成比
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③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１８年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

0

32

△ 6

△ 6

241

0

28

△ 4 △ 17

247

△ 1

（参考）

計画始期 計 数値目標

１７年 １８年

３年目

２０年

一般行政 職員数 185

１８年～２０年　　　　　　　　　区　　分

部　　門

―

１年目

170

２年目

１９年

169

　　△21（103％） △ 16増 減 △ 2

183

△ 13

164

教　育 職員数 21

保育士 職員数 33 30

増 減 　　　　△1（94％） △ 3

―33

0 △ 1

32

― 18

増 減 △ 2

19 17 17

△ 3

△ 4

その他 職員数 29 ― 2528

△ 2 0

268

　　　　△1（89％）

　　　△2（106％）

264

0

29

増 減

　　△27（100％） △ 26増 減

― 242計 職員数
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